
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年６月２４日（２０２５．６．２４）

【登録番号】意匠登録第１７５６７４８号（Ｄ１７５６７４８）
【掲載公報発行日】令和５年１１月２日（２０２３．１１．２）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２３－２０７

【意匠分類】Ｄ３－２２００
【出願番号】意願２０２３－１２０１３（Ｄ２０２３－１２０１３）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和５年１１月２日（２０２３．１１．２）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７５６７４８号（Ｄ１７５６７４８）
（２４）【登録日】令和５年１０月２５日（２０２３．１０．２５）

（５４）【意匠に係る物品】ランタン本体
（５２）【意匠分類】Ｄ３－２２００
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．２６－０４

【Ｄターム】Ｄ３－２２００Ａ
（２１）【出願番号】意願２０２３－１２０１３（Ｄ２０２３－１２０１３）
（２２）【出願日】令和５年６月１２日（２０２３．６．１２）

（７２）【創作者】
【氏名】櫻井　大輔

【住所又は居所】千葉県柏市若葉町４－７　レガリストアダージョ３０１
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２３１０１２７９

【氏名又は名称】櫻井　大輔
【住所又は居所】千葉県柏市若葉町４－７　レガリストアダージョ３０１
（７４）【代理人】

【識別番号】１００１１５５６５
【弁理士】
【氏名又は名称】遠山　敬一

【審査官】宗　裕一郎　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、ランタンのうち、光源の周囲を覆う透明なグローブを除く本

体部分である。本物品は、上部に傘のように外側に大きく延びるように広がったレフレクターと、下部に略
円錐形のタンクを有する。タンクには光源を発光させるために必要な燃料等のエネルギー源が収容される。
リフレクターの上方には、円柱形状のベンチレーターを更に有する。リフレクターは、取り外し可能に構成

してもよい。本物品は、種々の材料で構成可能であるが、例えば、全体を金属で構成してもよく、更にリフ
レクター、タンク、ベンチレーター等の特定の部分を、例えば金色、銀色又は赤色の部材を用いて構成して
もよいし、塗装により任意の色彩を付して構成してもよい。グローブを装着したランタン全体の図面も参考

図として示す。参考図に示されたグローブは透明又は半透明である。
（５５）【意匠の説明】左右対称であるため、左側面図は省略する。
【図面】
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【下方からの斜視図】
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【正面図】
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【背面図】
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【平面図】
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【底面図】
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【右側面図】



(8) 意匠公報１７５６７４８

【上方からの斜視図】
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【グローブを装着したランタンの参考正面図】
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【グローブを装着したランタンの参考背面図】
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【グローブを装着したランタンの参考平面図】
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【グローブを装着したランタンの参考底面図】
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【グローブを装着したランタンの参考右側面図】



(14) 意匠公報１７５６７４８

【グローブを装着したランタンの上方からの参考斜視図】
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【グローブを装着したランタンの下方からの参考斜視図】


